
（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名  雫石町内小中学校タブレット端末等運用保守業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

文部科学省が提唱する「GIGAスクール構想」の実現に向け整備し

たタブレット端末等を効率的に利活用するため、端末およびアプリ

ケーションの運用保守業務を委託する。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
盛岡市太田七丁目２番５号 

株式会社リードコナン 代表取締役 伊東 正文 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,501,500円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 136,500円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

令和２年度に GIGA スクール関連事業により整備したタブレット

端末機器から継続して行われている保守業務であり、前年度から継

続してソフトウェア及び賃貸借端末も含めた保守を受けるもので

あることから、特定の者でなければ契約の目的を達することができ

ないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

令和２年度よりソフトウェア等を含んだ保守を行っている業者

を選定。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１日 13時 30分 

予定価格（税込） 1,605,120円 予定価格（税抜） 1,459,200円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社リードコナ

ン 
1,365,000円 円 決 定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 学校教育課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 外国語指導講師派遣委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月 １日から 

令和９年３月１２日まで 

④ 契 約 の 概 要 

国語指導講師を各校に派遣することにより、中学校の英語学習及

び国際理解、小学校５・６年生の教科としての英語及びその他学年

の外国語活動等の充実を目的として委託するもの 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市中央通一丁目 11-17 

株式会社インタラック北日本 代表取締役 佐藤 安則 

⑥ 契 約 金 額 
金 5,874,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 534,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

県内の高等学校のＡＬＴ業務を受託しており、当町における当該

業務についても受託実績があり、各小中学校からの評価も高いな

ど、抜群の実績を有しているため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
当該委託業務の受注実績がある業者を選定 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年３月 26日 ９時 20分 

予定価格（税込） 5,907,000 円 予定価格（税抜） 5,370,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（株）インタラック北日本 5,340,000 円    円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 学校教育課 

 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 生涯健幸プロジェクトフィットネス事業委託 

② 契 約 日 令和８年４月１７日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１７日から 

令和９年２月２８日まで 

④ 契 約 の 概 要 

フィットネス事業 

(1)一般向けコース (2)シニア向けコース (3)小学生向けコース  

(4)園児向けコース (5)その他業務 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
NPO 法人ウェルネスクラブ・レインボー健康体操で寝たきり 0 を

目指す会 

⑥ 契 約 金 額 
金 ４，４９８，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 408,909 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

 健康維持・増進、筋力向上及び運動習慣の定着を目的とした健康

運動教室であり、町内に拠点を有し、各種教室に迅速に対応できる

こと、健康運動指導士の資格を有しており、参加者に対し効率的で

効果的な指導ができること、過去に類似した事業を遂行した確かな

実績があることが必要であるが、入札参加資格者名簿に該当する者

がなく入札に付することができないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

 町内で唯一フィットネス事業を専門に行う業者であり、かつ健康

運動指導士の資格を有することから町民に対し、効率的で効果的な

健康増進の指導ができ、過去にも町の健康増進事業委託を請け負っ

た実績があることから、幅広い知識と経験を有する者であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１７日  １３時００分 

予定価格（税込） 4,498,000 円 予定価格（税抜） 4,089,091 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

NPO 法人ウェルネスクラ

ブ・レインボー健康体操で

寝たきり 0 を目指す会 

4,089,091 円 円 決定 

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯文化スポーツ課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 
令和８年度雫石町学校芸術鑑賞教室公演業務委託 

（小学校高学年及び中学校、高校の部） 

② 契 約 日 令和８年４月２０日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月２０日から 

令和８年６月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 
・町内小学校高学年、中学校、高校向け 

フィンガーパフォーマンス演目 一式 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社 和道 

⑥ 契 約 金 額 
金 １，５０７，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 137,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

各学校長と協議の上決定している演目であり、かつ特定の劇団のオリ

ジナル演目であるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
本公演は、選定業者によるオリジナル作品であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１３日  １６時３０分 

予定価格（税込） 1,507,000 円 
予 定 

価 格 （ 税 抜 ） 
1,370,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社 和道 1,370,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯文化スポーツ課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 サイクリングツアー実施業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月 17日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月 17日から 

令和８年 12月 25日まで 

④ 契 約 の 概 要 

令和６年度に養成したサイクリングガイドを活かし、当町の恵

まれた自然環境や観光地を自転車で周遊するサイクリングモニタ

ーツアー（以下「ツアー」という。）を実施することにより、事業

の検証を行うとともに、先進地を視察することにより、ツアーの

定着及び持続可能な運営体制の構築に繋げ、更なる観光振興を図

ることを目的とする。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 一般社団法人しずくいし観光協会 理事長 太田代 敏彦 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,983,817 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 180,347円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設工事

等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第２号ア

の規定による。 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本業務は、令和６年度に養成したサイクリングガイドを活用し、新

たなサイクリングツアー造成による更なる観光振興を目的として実施

するものであり、当町の観光資源等を熟知し、かつ、旅行業に精通す

る業者でないと施行が不完全になるため随意契約とする。また、特定

の設備、技術若しくは技術を有する者と契約しなければ契約の目的を

達成することができないため、雫石町契約規則第 19条ただし書きによ

り１者とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

町内の観光資源等を熟知し旅行業に精通し、トレッキングツアー等

の造成実績があり、かつ、令和６年度に養成したサイクリングガイド

を管理している業者を選定。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月 17日   13時 30分 

予定価格（税込） 1,983,817円 予定価格（税抜） 1,803,470円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

一般社団法人 

しずくいし観光協会 
1,796,000円 円 決定 

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 観光商工戦略アドバイザリー業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

（１）国道 46号ゆるゆるアウトドア観光推進研究会への助言 

（２）アウトドア観光推進に係る事業への出席、助言 

（３）その他観光戦略への助言 

（４）企業誘致活動等への助言 

（５）観光商工課打合せへの出席、助言 

⑤ 契 約 の 相 手 方  鈴木 忠宏 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,640,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 240,000円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設

工事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４

第２号イの規定による。 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本業務は、令和４年度実施の「雫石町アウトドア観光企画アドバイ

ザー」での助言から継続して実施することで、施行目的の実現に有効・

効果が見込めることから随意契約とする。また、専門的見地を有する

者と契約しなければ契約の目的を達成することができないため、雫石

町契約規則第 19条ただし書きにより１者とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 
令和５～７年度において同業務の受託した者を選定 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１日  13時 30分 

予定価格（税込） 2,640,000円 予定価格（税抜） 2,400,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

鈴木 忠宏 2,400,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 デジタルスタンプラリー開催業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月１７日 

③ 契 約 期 間 令和８年４月１７日から令和８年１１月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 

令和５年度に構築したデジタルトレッキングマップを活用し、登山

ルートやお散歩コースを周遊するデジタルスタンプラリーを開催する

ことにより、交流人口の増加と町観光資源の周知を図ることを目的と

する。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 有限会社ティーズ 取締役 藤田 美夏 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,802,900円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 163,900円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設

工事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４

第２号アの規定による。 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本業務は、令和５年度に実施した「トレッキングマップデータ構築

業務」で作成した HP を活用し実施するものである。 

今年度のトレッキングマップの維持管理業務は、令和７年度に引き

続きマップ作成業者に業務委託しており、本業務において、同一業者

でなければ施行が不完全になることが予想されるため競争入札は適さ

ない。 

また、契約内容により相手方が特定されるため、雫石町契約規則第

19 条ただし書き及び雫石町契約規則の運用について第 2 の 2 の（1）

により１者による随意契約とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

本年度、デジタルトレッキングマップ維持管理業務の受託者である

業者を選定 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月 17日  16時 30分 

予定価格（税込） 1,802,900円 予定価格（税抜） 1,639,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

有限会社ティーズ  1,639,000円 円 決定 

    

    

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

  



 

（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 団体旅行等支援業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

鶯宿温泉地域をはじめ、本町の観光産業の閑散期やインバウンドにお

ける、国内外からの宿泊及び立ち寄り観光を促進し、地域経済の活性

化を図ることを目的とする。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
一般社団法人 しずくいし観光協会 

理事長 太田代 敏彦  

⑥ 契 約 金 額 
金 9,999,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 909,000円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本町の観光振興を推進するために、町内事業者を中心に様々な分野に

おける民間事業者と連携しながら、誘客を図る必要があるため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

本町の観光地域づくり法人を担う団体であり、町内の観光案内所とし

て観光情報に精通しており、町内事業者と連携した誘客促進を行うこ

とができるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時４５分 

予定価格（税込） 9,999,000円 予定価格（税抜） 9,090,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（一社）しずくいし 
観光協会 

9,090,000円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 合宿誘致事業業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

本町の観光産業において重要な地域の一つである鶯宿温泉地域をはじ

め、町内の小規模旅館を中心に、スポーツ・文化合宿を通じた滞在型

の宿泊誘客を促進し、交流人口の拡大と観光産業を中心とする地域経

済のさらなる活性化を図ることを目的とする。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
一般社団法人 しずくいし観光協会 

理事長 太田代 敏彦  

⑥ 契 約 金 額 
金 8,057,500円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 732,500円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本町の観光地域づくり法人を担う団体であり、本町の観光振興を推

進するために、当該団体が中心となり様々な分野における民間事業者

と連携しながら、誘客を図る必要があることから入札に適さない。 

 選定業者については、雫石町契約規則第１９条ただし書きの規定に基

づく。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

本町の観光地域づくり法人を担う団体であり、町内の観光案内所とし

て観光情報に精通しており、町内事業者と連携した誘客促進を行うこ

とができるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時４５分 

予定価格（税込） 8,057,500円 予定価格（税抜） 7,325,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（一社）しずくいし 
観光協会 

7,325,000円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



 

（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町観光販売促進実践業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

雫石町を首都圏旅行業者等に紹介するとともに、首都圏における町

の観光販売促進に対する要望を収集し、町に提言する業務を委託す

ることにより、町の観光客誘客促進を図るための業務 

⑤ 契 約 の 相 手 方 小澤 三郎 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,398,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 218,000円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

旅行会社の営業として雫石町を含む日本各地への送客実績があり、現

在もその人脈を生かした観光販売促進支援が大いに期待できるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

平成 26年度から当該業務を担当しており業務にも精通しているため、

他の者では契約の目的を達することができない。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時３０分 

予定価格（税込） 2,398,000円 予定価格（税抜） 2,180,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

小澤 三郎 2,180,000円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 豪州観光客市場開拓事業業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ８年 ６月２６日まで 

④ 契 約 の 概 要 

本町に所在する雫石スキー場、網張温泉スキー場、岩手高原スノーパ

ークと連携しながら、本町のスキーインバウンドの重点市場であって、

他の海外の国と比較して一人あたりの滞在日数と旅行消費額が多い豪

州地域に向けたスキー誘客プロモーションを行い、３スキー場のイン

バウンド誘客促進と観光消費額の増加による地域の活性化を図る。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
一般社団法人 しずくいし観光協会 

理事長 太田代 敏彦  

⑥ 契 約 金 額 
金 2,395,800円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 217,800円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本業務は、海外からのスキー誘客を強化するために実施するもので

あり、本町の観光に関する知識や経験を有し、且つ町内の３スキー場

を中心とする観光事業者と連携して実施することが望ましいことに加

え、海外の旅行博覧会への出展実績がある事が望ましい。 

選定しようとする事業者は、主たる事務所を町内に置き、海外の旅行

博覧会における出展実績があるなど、当該事業を的確に遂行できる能

力を有していると認められることから、雫石町契約規則第１９条ただ

し書きの規定に基づき、１者選定としたものであります。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

町内に事務所を置く事業者であり、施行上の経験や知識を特に必要と

するものであることから、上記１者を選定したものである。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時３０分 

予定価格（税込） 2,395,800円 予定価格（税抜） 2,178,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（一社）しずくいし 
観光協会 

2,178,000円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町観光ガイドブック（日本語・増刷）印刷製本 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 ２日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 ２日から 

令和 ８年 ５月２５日まで 

④ 契 約 の 概 要 
令和７年度に作成した雫石町ガイドブック（日本語）の在庫が少な

くなったことから、増刷する 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
川嶋印刷株式会社盛岡支社 

 取締役支社長 岩渕 久志 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,848,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 168,000円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第７号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みがある

ため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

業務の内容が現在発行中の媒体の増刷であることから、前回発注の同

一業者への発注により事業の効率化が見込めるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時３０分 

予定価格（税込） 2,029,500円 予定価格（税抜） 1,845,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

川嶋印刷株式会社盛岡

支社 
1,680,000円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石銀河ステーション北口昇降機更新工事 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月３０日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月３０日から 

令和 ８年１２月２８日まで 

④ 契 約 の 概 要 

当該施設の油圧式昇降機について、最新の耐震基準が満たされておら

ず、安全管理上の懸念が生じていることから、既存設備を一部流用し

たロープ式昇降機への更新工事を実施するものである。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 北日本支社 

支社長 川部 正人 

⑥ 契 約 金 額 
金 36,190,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 3,290,000円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第８号の規定による 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 

本工事は、既存設備を一部流用して更新工事を行うものであるため、

設備の構造や現場の状況に精通した業者でなければ目的を果たすこと

ができないことから、随意契約とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 
当該設備の導入業者かつ保守点検を請け負っている下記業者を選定。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月２７日  ９時１０分 

予定価格（税込） 36,190,000円 予定価格（税抜） 32,900,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

(株)北日本支社 
32,900,000円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

 ① 件 名 令和８年度妊婦乳幼児健康診査等業務委託

 ② 契 約 日 令和８年　４月　１日

 
③ 契 約 期 間

令和８年　４月　１日から 
令和９年　３月３１日まで

 

④ 契 約 の 概 要

母子保健法第 13 条及び雫石町妊婦乳児医療機関委託健康診査及び

乳幼児精密健康診査実施要領に基づき、妊婦や乳幼児の成長発達段

階の異常の有無を早期に発見し適切な治療につなげ、妊婦及び乳幼

児の健康の保持増進を図る。

 
⑤ 契 約 の 相 手 方 一般社団法人岩手県医師会

 
⑥ 契 約 金 額

単価契約（別紙のとおり） 
（執行見込総額　４，９５０千円）

 
⑦

随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による。

 
⑧

随 意 契 約 と し た 

理 由

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさに考慮し、目

的を達成するため。

 

⑨
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由

町内には産婦人科を設置している医療機関が無く、また、小児科を

設置している医療機関も１施設のみであるため、受診者の利便性や

選択肢の多さを考慮し、加盟している機関団体との包括的契約とし

た。

 ⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等

 開 札 日 時 令和　　年　　月　　日　　　　　時　　分

 予定価格（税込） 円 予定価格（税抜） 円

 見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 ⑪ 発 注 担 当 課 健康推進課



別紙 令和８年度妊婦医療機関委託健康診査事業内容

別表１

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回

週数 ８－１１ １２－１５ １６－１９ ２０－２３ ２４－２５ ２６－２７ ２８－２９ ３０－３１ ３２－３３ ３４－３５ ３６ ３７ ３８ ３９

様式 1 2 3 2 3 4 3 5 2 6 7 2 2 2

公費負担額（円） 22,130 5,790 10,570 5,790 5,790 6,300 10,570 8,280 5,790 10,570 8,300 5,790 5,790 5,790 117,250
【健康診査】

健康状態の把握 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
問診

内診（必要に応じ）

定期検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
子宮底長、腹囲、浮腫

血圧測定

尿検査（糖・蛋白）

身長（初回)、体重

保健指導 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
【検　査】

血液検査

　 血液採血（静脈） ○ ○ ○ ○
血液一般 ○ ○ ○
血糖 ○ ○
免疫学的検査判断料 ○

妊娠初期検査

ABO血液型 ○
Rh血液型 ○
不規則抗体検査 ○
梅毒血清検査 ○
B型肝炎抗原 ○
C型肝炎抗体 ○
HIV抗体価 ○
HTLV-1抗体(ATL) ○
トキソプラズマ抗体 ○
風疹 ○

超音波検査 ○ ○ ○ ○ ○
細菌培養同定 　 　○ラクトバチルス（Ｎスコア） 　○GBS

性器クラミジア ○

【子宮頸がん検診】　　　公費負担額
様式８　　　　　　　　　　　　３，６５０円    ○ 3,650 

妊娠初期～妊娠23週まで
（4週間に1回）

妊娠24週～妊娠35週
（2週間に1回）

妊娠36週～出産まで
（1週間に1回）

4回 6回 4回
時期 合計

全１４回



 
別紙 
 
別表２ 

乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査内容 

対象者は委託健康診査受診票を提示した者とする。 
 
 
 
別表３ 

別表２に係る公費負担額等 

上記乳児一般健康診査に係る公費負担額は委託料として支払われ取引に係る消費税及び地方消費　

税が含まれるものとする。

 
委 託 事 業 事 業 内 容

 

乳児一般健康診査

１．問診及び診察 
２．栄養指導 
３．育児指導

 

乳幼児精密健康診査

　乳児医療機関委託一般健康診査及び乳幼児健康診査（１歳６か月児及

び３歳児健康診査を含む）の結果、疾病並びに心身の発達に異常の疑い

がある乳幼児に対し、その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査

 
委 託 事 業 公 費 負 担 額

 
乳児一般健康診査 ５，８１０円

 

乳幼児精密健康診査

　乳児医療機関委託一般健康診査及び乳幼児健康診査（１歳６か月児及び

３歳児健康診査を含む）の結果、疾病並びに心身の発達に異常の疑いがあ

る乳児に対し、その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査

 
１．当該精密健康診査が療養の給付として行われた場合の額は「診療報酬

の算定方法」（令和６年厚生労働省告示第 57号）の診療報酬点数表によ

り算定した額から医療保険各法による負担額を控除した額とする 
２．当該精密健康診査が保険医療機関以外のものによって行われた場合の

額と療養の給付以外で行われた場合の額は、健康保険法の規定による療

養に要する費用の額の算定方法の診療報酬点数表により算定した額に

相当する額とする



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

 ① 件 名 令和８年度予防接種業務委託

 ② 契 約 日 令和８年　４月　１日

 
③ 契 約 期 間

令和８年　４月　１日から 
令和９年　３月３１日まで

 

④ 契 約 の 概 要

予防接種法第５条第１項及び予防接種法施行令第１条の３第１項

の規定により、感染症の予防及びその流行を未然に防止するため、

予防接種をする。

 
⑤ 契 約 の 相 手 方 一般社団法人岩手西北医師会　会長　伊藤 達朗

 
⑥ 契 約 金 額

単価契約（別紙のとおり） 
　（執行見込総額　２１，３９１千円）

 
⑦

随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による

 
⑧

随 意 契 約 と し た 

理 由

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさに考慮し、目

的を達成するため、町内の医療機関が加盟している機関団体との包

括的契約とした。

 

⑨
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由

被接種者の利便性と接種後の経過観察がしやすいことを考慮し、町

内の医療機関が加盟している機関団体を選定した。 
（加盟している町内の医療機関：上原小児科医院、雫石大森クリニ

ック、篠村医院、鴬宿温泉病院）

 ⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等

 開 札 日 時 令和　　年　　月　　日　　　　　時　　分

 予定価格（税込） 円 予定価格（税抜） 円

 見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 ⑪ 発 注 担 当 課 健康推進課



別　表 

委 託 契 約 単 価 表 

 

【A 類】 

 個 別 接 種 の 種 類 委　託　料 摘　　　　　要

 
（１）ロタウイルス 

感染症

１価 １５，０８０円 生後６週から生後 24 週に至るまでの者（２回）

 
５価 　１０，０５０円 生後６週から生後 32 週に至るまでの者（３回）

 
（２）Ｂ型肝炎 ６，９４０円

生後２ヶ月から１歳に至るまでの者（３回） 
（２回目の接種は初回接種後 27 日以上の間隔をお

くこと。３回目の接種は第１回の接種から 139 日以

上の間隔をおくこと。）

 
（３）ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型） ９，４７０円

生後２ヶ月から５歳未満の者 
初回　生後２～７ヶ月（３回） 
追加　初回接種終了後７ヵ月以上の間隔をおく 

（１回）

 
（４）小児用肺炎球菌 １２，６００円

生後２ヶ月から５歳未満の者 
初回　生後２ヶ月～７ヶ月（３回） 
追加　１歳以降、初回接種終了後 60 日以上の間隔を

おく（１回）

 

（５）５種混合

６歳未満 
２０，６５０円

１期初回　生後２～90 月（３回） 
１期追加　生後２～90 月　 

１期初回接種（３回）終了後、 
６ヶ月以上の間隔をおく（１回）  ６歳以上 

１９，８３０円

 

（６）３種混合

６歳未満 
９，７４０円

１期初回　生後２～90 月（３回） 
１期追加　生後２～90 月　 
　　　　　１期初回接種（３回）終了後、 
　　　　　６ヶ月以上の間隔をおく（１回）

 ６歳以上 
８，９２０円

 
（７）ジフテリア破傷風 ６，４４０円 ２期　11～13 才未満（ＤＴトキソイド）

 

（８）不活化ポリオ

６歳未満 
１０，４００円

１期初回　生後２～90 月（３回） 
１期追加　生後２～90 月　 
　　　　　１期初回接種（３回）終了後、 
　　　　　６ヶ月以上の間隔をおく（１回）

 ６歳以上 
９，５８０円

 
（９）ＢＣＧ １１，５６０円 生後１歳未満

 

（10）麻しん・風しん

１０，９８０円 １期　 生後 12～24 ヶ月未満

 
１０，９８０円 ２期　５～７歳未満（小学校入学前の年長児）

 
（11）風しん   ７，３００円 １期、２期、対象者のうち希望者

 
（12）水痘 ９，３６０円 生後 12 月から生後 36 月に至るまでの者（２回）

令和８年度



 
【B 類】 

委託料は接種１回分の料金とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。

 個 別 接 種 の 種 類 委　託　料 摘　　　　　要

 

（13）日本脳炎

６歳未満　 
７，８８０円

１期初回　生後６～90 月（２回） 
追加　生後６～90 月　１期初回（２回）終了後、 
　　　６ヶ月以上の間隔をおく（１回） 

２期　　　９歳～13 歳未満（１回） 
（特例措置） 
平成18年４月２日生～平成19年４月１日生で20歳

未満の未完了者

 
６歳以上　 

７，０６０円

 
（14）ヒトパピローマウイルス感染症 

（子宮頸がん予防）
２８，２１０円

小学６年生（12 歳相当）から高校１年生（16 歳相当）

の女子（３回） 
※令和８年度よりシルガード（９価）のみ定期対象

 （15）RS ウイルス感染症 
（母子免疫ワクチン）

３０，０９０円 妊娠 28 週０日から 36 週６日までの妊娠中の者

 個 別 接 種 の 種 類 委　託　料 摘　　　　　要

 

（１）高齢者肺炎球菌

１１，６７０円 
（※5,500 円の助

成有り）

・満 65 歳の者 
・60 歳から 65 歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器の

機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れる程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障

害がある者 
※だたし、過去に接種済の者は除く。 
　20 価のみ定期対象。

 

（２）帯状疱疹

生ワクチン

８，８６０円 
（※4,000 円の助

成有り）

・65，70，75，80，85，90，95，100 の者 
・60 歳から 65 歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルス

により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な

程度の障害を有する者 
※過去に接種済の者は除くが、当該予防接種を行　

う必要があると判断された場合は対象になり

得る。（助成回数：生ワクチンは１回、不活化ワ

クチンは２回まで）

 
不活化ワクチン

（１回につき）

２２，０６０円 
（※10,000 円の

助成有り）



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

 ① 件 名 令和８年度岩手県広域的予防接種事業

 ② 契 約 日 令和８年　４月　１日

 
③ 契 約 期 間

令和８年　４月　１日から 
令和９年　３月３１日まで

 

④ 契 約 の 概 要

予防接種法に基づき、市町村長が実施する定期予防接種について、

契約医療機関以外の県内に所在する医療機関での接種を円滑に受

けることができる体制を整備することにより、予防接種の推進と地

域住民の健康の増進を図る。

 
⑤ 契 約 の 相 手 方 一般社団法人岩手県医師会　会長　本間　博

 
⑥ 契 約 金 額

単価契約（非公開） 
　（執行見込総額　４，１４２千円）

 
⑦

随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による

 
⑧

随 意 契 約 と し た 

理 由

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさを考慮し、県

内医療機関が加盟する機関団体との包括的契約とした。

 
⑨

随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由
県内全市町村で実施することから、当会を選定した。

 ⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等

 開 札 日 時 令和　　年　　月　　日　　　　　時　　分

 予定価格（税込） 円 予定価格（税抜） 円

 見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 円 円

 ⑪ 発 注 担 当 課 健康推進課



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町上水道計装機器点検業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月２７日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月２８日から 

令和 ８年１２月１５日まで 

④ 契 約 の 概 要 水位計（年 1 回） ２８台 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社 富士電業社 代表取締役 尾 形 仁 徳 

⑥ 契 約 金 額 

金 １,７４９,０００ 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金１５９ ,０００ 

円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本業務は、特殊な技術・試験機器・薬品等を必要とし、施工上の経験

や知識も必要なこと、また一時的に施設の稼働停止や警報対応も必要

であり、現場に精通したものに施工させる必要があるため競争入札に

は適さない。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

計装機器の設置業者であり、点検・調査・整備を熟知し緊急対応に実

績のある 1 者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月２７日 ９時００分 

予 定 価 格 （ 税 込 ） １,８２２,７００円 予定価格（税抜） １,６５７,０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社 富士電業社 １,５９０,０００円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 上下水道課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 住民税課税計算等電算処理業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
個人住民税にかかる当初賦課作業及び毎月の異動処理、家屋敷課税

にかかる申告書作成、住民税申告書作成 等 

⑤ 契 約 の 相 手 方 (株) アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金  ４，８１５，０３０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 437,730 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
住民情報を有している必要があるため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
住民情報を有しており、業務に精通しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ３月２６日   10 時 10 分 

予定価格（税込） 4,815,030 円 予定価格（税抜） 4,377,300 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)アイシーエス 4,377,300 円    円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 国民健康保険税納税通知書作成等業務委託 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
国民健康保険税納税通知書作成、封入封緘処理、 

発送用封筒、チラシ作成処理 

⑤ 契 約 の 相 手 方 (株) アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金  １，３０３，０８２円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 118,462 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

国保標準システムと連動した作業のため、同システムのベンダー事

業者に委託する必要があるため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
国保標準システムのベンダー業者であるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ３月３０日   8 時 30 分 

予定価格（税込） 1,422,872 円 予定価格（税抜） 1,293,520 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)アイシーエス 1,184,620 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 令和８年度固定資産税課税計算電算処理委託 

②  契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ８年 ５月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

令和８年度固定資産税課税のため、課税客体である土地、家屋及び

償却資産に係る賦課計算並びに納税通知書等の調製を委託するも

の 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社 アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金６，８５６，８５０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金６２３，３５０円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本業務は当町の個人情報を有する者に委託する必要があり、競争入

札に適しないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

当町の住民個人情報並びに固定資産税関連情報を有し、当業務に精

通しており、従来から誠実な履行実績があるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  １３時３０分 

予定価格（税込） ７，０８５，７６０円 予定価格（税抜） ６，４４１，６００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社 

アイシーエス 
６，２３３，５００円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 集落支援員車両賃貸借 

② 契 約 日 令和８年３月 19日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 
雫石町が取り組む地域づくり業務を円滑に推進するため、本庁舎及

び各地区に配置する集落支援員が使用する車両を賃貸借するもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市名須川町９－５ 

株式会社トヨタレンタリース岩手 代表取締役 元持 雅行 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,399,200円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 127,200円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

現在賃貸借している物品を再賃貸借しようとするものであり、引き

続き契約を行うことにより経費の節減、円滑かつ適切な使用を確保

できるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
現在の契約相手である１者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年３月 19日  16時 00分 

予定価格（税込） 1,465,200円 予定価格（税抜） 1,332,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)トヨタレンタリ

ース岩手 
1,272,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総合政策課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 ガバメントクラウド運用管理補助業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

標準準拠システム（地方公共団体情報システムの標準化に関する法

律第６条第１項及び第７条第１項に規定する標準化基準）に適合す

る基幹業務システム及び関連システムが提供する環境・システムに

対し、地方公共団体が担う標準化、ガバメントクラウドなど高度な

知識・スキルが必要となる部分の業務を委託するもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市松尾町 17番 10号 

株式会社アイシーエス 代表取締役社長 法貴 敬 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,774,640円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 252,240円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

当該契約は、既存のシステムに精通していることが必要であること

から、特定の者でなければ業務の目的を達することができないた

め。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

現在の住基系システムの賃貸借契約事業者であり、自治体情報シス

テム標準化・共通化移行業務委託の受託者であった事業者を選定し

た。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年３月 25日  ９時 20分 

予定価格（税込） 2,774,640円 予定価格（税抜） 2,522,400円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)アイシーエス 2,522,400円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総合政策課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町地域づくり支援業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月 15日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月 15日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

平成 27 年度に策定した雫石町地域づくり計画に基づき、地域運営

組織の設立準備や、地域運営組織による地域資源を活かした実践活

動を展開するにあたり、地域課題を地域自らが解決する仕組みづく

りに指導助言等の支援が必要であるため。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町万田渡 75-3 

特定非営利活動法人 まちサポ雫石 理事長 櫻田 七海 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,950,300円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 177,300円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

町内に拠点を有し、会議・事業等の各種活動に迅速に対応できるこ

と、支援に必要なファシリテーション技術をはじめとする知識経験

を有する職員が在籍すること、行政と住民をつなぐ中間支援として

の組織活動が可能であることが必要であり、施行上の知識経験を徳

に必要とするが、入札参加資格者名簿に該当する者がなく入札に付

することができないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

知識経験を有する職員が複数在籍し、実践活動に必要な支援をでき

ることが見込まれる１者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月 15日  10時 00分 

予定価格（税込） 1,781,000円 予定価格（税抜） 1,959,100円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

まちサポ雫石 
1,773,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総合政策課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 施策ヒアリング支援業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月 28日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月 28日から 

令和８年 10月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 
施策に関して、町民・関係者等にヒアリングを実施し、ヒアリング

から分かる背景・傾向・課題等の分析を行うもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県盛岡市名須川町 19-6-205 

特定非営利活動法人 政策２１ 理事長 山谷 清志 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,100,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 100,000円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

施行上の知識経験を特に必要とし、本業務を施行できる者が入札参

加資格者名簿に無いため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

管内の自治体の政策評価、政策立案の研究と実践の専門機関であ

り、過去に同様の委託実績があり、そのノウハウにより期間の短縮

と経費の節減、円滑な施行が確保できると認められ、過去に実施し

たヒアリングとの比較が可能である１者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月 28日  17時 00分 

予定価格（税込） 1,115,400円 予定価格（税抜） 1,014,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

政策２１ 
1,000,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総合政策課 

 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 法令例規検索システムサービスの利用 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

雫石町例規データベースに係る例規システム、法令・判例情報シ

ステム、例規整備支援システム及びＩＤＣ使用許諾並びに例規シス

テム用データベース、法解説インターネットサービスの使用 

⑤ 契 約 の 相 手 方 第一法規株式会社 

⑥ 契 約 金 額 
金２，５４８，６５６円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金２３１，６９６円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

 本業務は、下記の業者選定理由に記載のとおり業務の性質上相手方

が特定され、競争入札に適しないため随意契約とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

 現在の雫石町例規データは、上記の業者に委託し作成してお
り、膨大な量の本町の過去の改廃データが蓄積され、過去・現在・
未来の情報の閲覧、検索は、上記の業者が提供するシステムのみ
により可能であるため。 

また、使用するシステムは、例規システムと法令システム、例
規整備支援システムのシステム間連携利用が可能なことから、
町の業務の効率化が図られるものであり、上記の業者以外のシ
ステムでは当該連携利用が困難であるため。 

  

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１日    ８時３０分 

予定価格（税込） ２，５４８，６５６円 予定価格（税抜） ２,３１６,９６０円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

第一法規株式会社 ２，３１６，９６０円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総務課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町例規集データ更新業務委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
「法令例規検索システムサービスの利用契約」に従い運用される

雫石町例規集データのデータ更新についての業務委託 

⑤ 契 約 の 相 手 方 第一法規株式会社 

⑥ 契 約 金 額 
金  １，８７０，０００    円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 170,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

当該業務は、毎年度当初からの長期継続する業務であり、既存データ

を基に業務を行う性質上、入札には適さないため、随意契約とした。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

当該業者は、本町の例規データの作成・更新を行っている業者で、既

存のデータを基に更新していく業務であることから、１社を選定した。 

 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日   ８時３０分 

予定価格（税込） 
１，８７０，０００

円 
予定価格（税抜） 

１，７００，０００

円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

第一法規株式会社 1,700,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 総務課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 令和8年度町管理道路補修用材料購入（単価契約）  

②  契 約 日 令和 8 年 4 月 6 日 

③ 契 約 期 間 令和 8 年 4 月 6 日から 令和 9 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 砂利道の町道を整正するため、砕石を購入するもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町川原22番地１ 

雫石砂利工業株式会社 代表取締役 村上史佳 

⑥ 契 約 金 額 

砕石25㎜以下    3,575円（内消費税額及び地方消費税額325円） 

砕石40㎜以下    3,465円（内消費税額及び地方消費税額315円） 

再生砕石40㎜以下  3,025円（内消費税額及び地方消費税額275円） 

再生砕石80㎜以下  3,025円（内消費税額及び地方消費税額275円） 

不洗い砂（砂質土）3,245円（内消費税額及び地方消費税額 295 円） 

洗い砂（荒目）   4,675円（内消費税額及び地方消費税額 425 円） 

⑦ 
随 意 契 約 と し た 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号及び雫石町営建設工事等の契

約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第２号アの規定に

よる 

⑧ 
随 意 契 約 と し た 

理 由 
特定のものと契約しなければ購入できず、目的が達成できないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を 選 定 し た 理 由 

町内業者で当該材料の取扱い業者であること。また、過去の実績から安定

供給できる者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月３日 9 時 10 分 

 

予定価格（税込） 

砕石25㎜以下     3,630円 

砕石40㎜以下     3,520円 

再生砕石40㎜以下 3,080円 

再生砕石80㎜以下 3,080円 

不洗い砂(砂質土) 3,300 円 

洗い砂（荒目）  4,730 円 

予定価格（税抜） 

砕石25㎜以下   3,300円 

砕石40㎜以下   3,200円 

再生砕石40㎜以下 2,800円 

再生砕石80㎜以下 2,800円 

不洗い砂(砂質土) 3,000 円 

洗い砂（荒目）  4,300 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

雫石砂利工業 

砕石25㎜以下    3,250円 

砕石40㎜以下    3,150円 

再生砕石40㎜以下  2,750円 

再生砕石80㎜以下  2,750円 

不洗い砂(砂質土)  2,950円 

洗い砂(荒目)    4,250円 

円 決  定 

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 戸籍情報システム ガバメントクラウド運用管理補助業務 

② 契 約 日 令和 ８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和 ９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
ガバメントクラウド個別領域のクラウドサービスの運用管理等を

行う。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
リコージャパン株式会社デジタルサービス営業本部岩手支店 

岩手営業部 部長 立花 光 

⑥ 契 約 金 額 
金１，７１６，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金６３０，０００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設工

事等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第

２号の規定による。また、下記理由により雫石町契約規則第 19 条

のただし書きを適用する。 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

戸籍情報システム機器等導入業者であり、かつ、標準準拠システム

への移行作業業者でもあるため、他の業者に依頼した場合、業務に

著しく支障が生じる恐れがあることから、契約の性質が競争入札に

適さないため、随意契約とする。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
上記理由及び雫石町契約規則第 19条の規定により選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和 ８年 ４月 １日  午後 ３時３０分 

予定価格（税込） １，７１６，０００円 予定価格（税抜） １，５６０，０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

リコージャパン株式

会社デジタルサービ

ス営業本部岩手支店 

岩手営業部 

１，５６０，０００円 円 決定 

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 町民課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町生活困窮者等相談事業委託 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和９年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

生活困窮者の一時的な相談支援（来所相談受付、情報提供・助言） 

岩手県との連絡調整・支援のサポート（支援調整会議への参加、自

立相談事業開始後の相談者へのフォロー等） 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
社会福祉法人雫石町社会福祉協議会 

 会長 藤本 達也 

⑥ 契 約 金 額 
金 5,764,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 524,000円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び雫石町営建設工

事との契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第

２号アの規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

相談員設置による地域福祉の推進を目的とする事業であり、本事業

の目的及びその性質上、競争入札に適さないものであることから 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

生活困窮者自立支援法第５条第２項の規定に定める委託基準に該

当する者のうち、当町の生活困窮者自立支援事業における相談受付

実績のある者を選定 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年４月１日  13時 30分 

予定価格（税込） 5,764,000円 予定価格（税抜） 5,240,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（社福）雫石町社会福祉協議会 5,240,000円 円 決 定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 障害福祉業務システム等サービス利用 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和８年４月１日から 

令和 13年３月 31日まで 

④ 契 約 の 概 要 

障害福祉サービス等の給付及び障害者福祉に係る情報を一元的に

管理し、障がい福祉業務標準化・効率化により、各業務の質及び住

民サービスの向上を目的としたシステムの利用契約。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社 ニック 

⑥ 契 約 金 額 
金 12,210,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 1,110,000円） 

⑦ 
随意 契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意 契約とした 

理 由 

法改正や標準準拠システムの安定した運用を行い、障害福祉サービ

スの適切な給付を行うため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選 定した理由 

障害福祉に特化したシステムを構築しており、法改正への対応が適

切に行われ、業務担当への研修やフォローアップにより円滑な事務

が遂行されるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年３月 26日 午前 10時 15分 

予 定 価 格 （ 税 込 ） 12,540,000円 予定価格（税抜） 11,400,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社ニック 11,100,000円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 介護保険事務システム機器等賃貸借 

② 契 約 日 令和８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
令和 ８年 ４月 １日から 

令和１３年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

現在利用している介護保険システムが令和８年３月末で賃貸借契

約終了となることに伴い、介護保険事業の安定した事務執行のた

め、引き続きシステム及び機器等について賃貸借契約を結ぼうとす

るもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市松尾町 17 番 10 号 

株式会社アイシーエス 

代表取締役社長   法 貴  敬 

⑥ 契 約 金 額 
金４，０９８，６００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金３７２，６００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

当該システム及び機器を同社から導入しており、業務上の混乱を避

けるためにも今後も継続して使用することが適当であることから、

雫石町契約規則第 19 条ただし書きの規定に基づき１者から見積書

を徴する。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

当該システム及び機器を導入している下記業者を選定する。 

 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 令和８年３月 26 日  午前 10 時 00 分 

予定価格（税込） 4,144,800 円 予定価格（税抜） 3,768,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

㈱アイシーエス 3,726,000 円    円 決 定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 福祉課 

 


